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委 託 仕 様 書 （その１）

第１章 総則

第１条 適用範囲

１．本委託仕様書は、箕面市が発注する北大阪急行線延伸計画に伴う特殊街路部詳細設計

業務委託その 1(以下「業務」という。)に適用する。本業務を実施するにあたっては、

本仕様書によるほか、土木設計業務等共通仕様書による。

２．設計書、現場説明書(現場説明に対する質問回答書を含む。)、仕様書、契約書は、相

互に補完しあうものとし、そのいずれかによって定められている事項は契約の履行を

拘束する。なお、大阪府都市整備部における設計業務等積算基準についても含むもの

とする。

第２条 設計図書の支給及び点検

１．受注者からの要求があった場合で、監督職員が必要と認めたときは、受注者に図面の

原図を貸与する。ただし、各種基準書、参考図書等市販されているものについては、

受注者の負担において備えるものとする。

２．受注者は、設計図書の内容を十分点検し、疑義のある場合は、監督職員に書面により

報告しその指示を受けなければならない。

３．監督職員は、必要と認めるときは、受注者に対し、図面又は詳細図面等を追加支給す

るものとする。

４．受注者は、貸与された図面及び関係資料等の必要がなくなった場合はただちに監督職

員に返却するものとする。

５．受注者は、貸与された図書及びその他関係資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。

万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。

６．受注者は、設計図書に定める守秘義務が求められる資料については複写してはならな

い。

第３条 用語の定義

本委託仕様書に使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

（１) 「発注者」とは、箕面市長をいう。

（２) 「受注者」とは、業務の実施に関し、発注者と委託契約を締結した個人著しくは会

社その他の法人をいう。

（３) 「監督職員」とは、契約図書に定められた範囲内において受注者又は主任技術者に

対する指示、承諾又は協議の職務等を行う者で、契約書第９条に規定する者である。

（４) 「主任技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統括等を行う者で、契約

書第１０条の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。また、主任技術者は、業務
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等の履行にあたり、鉄道関係構造物の設計について十分な経験を有する者で技術士

（鉄道、トンネル、鋼構造及びコンクリート、土質及び基礎）の資格を有する者、

鉄道設計技士の資格を有する者、またはシビルコンサルティングマネージャーの資

格（部門は技術士と同上）を有する者、あるいは大学卒業後 20 年以上の実務経験若

しくは同等の能力と経験を有する技術者で日本語に堪能でなければならない。

（５) 「照査技術者」とは、業務の節目ごとにその成果の照査確認を行い、照査結果を照

査報告書としてとりまとめ、署名のうえ主任技術者に提出する者で、契約書第１１

条の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。照査技術者の資格要件は、主任技術

者に準じる。照査技術者は、照査以外の本設計作業に従事するものが兼務してはな

らない。

（６) 「担当技術者」とは、受注者が業務を履行するために使用している者（主任技術者

を除く。）をいう。

（７) 「業務従事者」とは、受注者が本業務を専任的に処理するために使用する者をいう。

（８) 「権利者」とは、本業務の対象となる区域に存する土地、建物等の所有者及び所有

権以外の権利を有する者をいう。

（９) 「協力者」とは、受注者が本業務の遂行に当たって再委託する者をいう。

（１０) 「指示」とは、監督職員が受注者に対し、業務の遂行上必要な事項について書面

をもって示し、実施させることをいう。

（１１) 「承諾」とは、受注者が監督職員に対し、書面で申し出た業務の遂行上必要な事

項について、監督職員が書面により業務上の行為に同意することをいう。

（１２) 「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者と受注者が対等

の立場で合議することをいう。

（１３) 「報告」とは、受注者が監督職員に対し、業務の遂行に係わる事項について、書

面をもって知らせることをいう。

（１４) 「提出」とは、受注者が監督職員に対し、業務に係わる事項について書面又はそ

の他の資料を説明し、差し出すことをいう。

（１５) 「書面」とは、手書き、印刷物等の伝達物をいい、発行年月目を記録し、署名又

は捺印したものを有効とする。緊急を要する場合はファクシミリまたはＥメールに

より伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。

（１６) 「打合せ」とは、本業務を適正かつ円滑に実施するために主任技術者等と監督職

員が面談により、業務の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。

（１７) 「監督代理人」とは、箕面市役所が別途発注する「北大阪急行線延伸計画に伴う

特殊街路部詳細設計監理業務委託」の業務の監理等を行う者である。

第４条 基本的処理方針

１．受注者は、本業務を実施する場合において、確実に実施できる執行体制を整え、本委

託の仕様書、基準、運用方針等に適合したものとなるよう、公正かつ的確に業務を処

理しなければならない。
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２．受注者は、本委託に関する技術的判断等は、箕面市役所が別途発注する「北大阪急行

線延伸計画に伴う特殊街路部詳細設計監理業務委託」の監督代理人と連絡、打合せを

行うことを原則とする。

３．代表構造物の詳細設計を平成 28 年 2 月末迄に行い、併せて都市計画事業認可図書（北

大阪急行電鉄(株)で行う施行認可申請時の参考図書としても使用）も提出すること。

第５条 再委託

次の各号に掲げる「主たる部分」は、受注者は再委託することはできない。

１．主たる部分

（１）本業務における総合的企画、業務遂行管理及び技術的判断

（２）設計の中核となる図面等の作成

（３）打合せ等

２．受注者は、コピー、印刷、製本、資料の収集及び単純な集計、トレースなどの簡易な

業務の再委託にあたっては、発注者の承諾を必要としない。

第６条 提出書類

１．受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に別途定める関係書類を監督職

員を経て、発注者に遅滞なく提出しなければならない。

２．受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様

式を定め、提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これ

に従わなければならない。

３．受注者は、契約時又は完了時において、請負金額１００万円以上の業務について、受

注時は契約後１０日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から１０日以内に完

了時は完了後１０日以内に、調査設計業務実績情報サービス（ＴＥＣＲＩＳ）に基づ

き、「業務カルテ」を作成し、監督職員の確認を受けた後に、(財)日本建設情報総合

センターにフロッピーディスク等により提出するとともに、(財)日本建設情報総合セ

ンター発行の「業務カルテ受領書」の写しを監督職員に提出しなければならない。な

お、受注者が公益法人の場合はこの限りではない。

第７条 打合せ等

１．業務等を適正かつ円滑に実施するため、主任技術者と監督代理人、監督職員は常に密

接な連絡をとり業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはそ

の都度受注者が打合せ記録簿に記録し、相互に確認しなければならない。

２．主任技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに監督

職員と協議するものとする。

３．監督職員の指示に応じて、受注者は関係機関等との協議に同行するものとする。

第８条 業務計画書
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受注者は、契約締結後１５日以内に業務計画書を作成し、監督職員に提出しなければな

らない。

１．業務計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものとする。

（１）業務概要 （２）実施方針

（３）業務工程 （４）業務組織計画

（５）打合せ計画 （６）成果品の内容、部数

（７）使用する主な図書及び基準（８）連格体制（緊急時含む）

（９）照査計画 （１０）技術提案事項

（１１）設計上の留意点 （１２）その他（特記事項）

２．受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえで、その都度

監督職員に変更業務計画書を提出しなければならない。

３．監督職員が指示した事項については、受注者はさらに詳細な業務計画に係る資料を提

出しなければならない。

第９条 現地踏査

１．受注者は、設計業務等の実施にあたり、現地踏査を行い、設計業務等に必要な現地の

状況を把握するものとする。

２．受注者は、現地踏査を実施した後に、現地の状況を示す写真と共にその結果を「現地

踏査報告書」としてとりまとめるものとする。

３．設計着手段階に現地踏査を十分に行うことは無論のこと、設計対象地が現に工事中で

ある場合は設計過程においても適宜、現地踏査を行うものとし、設計図面を取りまと

める段階で現況に関する情報に相違が生じないようにすること。

第１０条 関係官公庁への手続き等

１．受注者は、発注者が行う関係官公庁等への手続きに協力しなければならない。また受

注者は、業務等を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速

やかに行うものとする。

２．受注者が、関係官公庁等から指導、指示を受けたときは、遅滞なくその旨を監督職員

に報告し協議するものとする。

第１１条 月間報告書

受注者は、次の各号に掲げる事項を記入した月間報告書を作成し、監督職員に月毎にと

りまとめて提出するものとする。

（１）実施した業務の内容と課題

（２）工程表による各工種の進捗

（３）その他必要事項

第１２条 成果品
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受注者は、次の各号により成果品を作成するものとする。

１．成果品作成には以下を考慮する。

（１）表紙には、契約件名、年度（又は履行期限の年月）、発注者及び受注者の名称を記

載する。

（２）目次及び頁を付す。

２．本仕様書に様式の定めがないものは、監督職員の指示による。

３．提出する成果品は、次の各号に定める成果品とし、部数は監督職員の指示による。

（１）成果報告書

（２）設計計算書、数量計算書、設計図等

（３）打合せ記録簿

（４）照査報告書

（５）本業務に使用したすべての資料

（６）その他、監督職員が指示したもの

（７）各種電子データ

第１３条 引渡し前における成果品の使用

受注者は、成果品の引渡し前においても、監督職員が成果品の全部又は一部の使用を求

めたときは、これに応ずるものとする。

第１４条 検査

１．受注者は、検査担当職員が本業務の完了検査を行うときは、主任技術者及び担当技術

者を立ち会わせるものとする。

２．受注者は、検査のために必要な資料の提出その他の処置について、検査担当職員の指

示に速やかに従うものとする。

第１５条 関係法令及び条例の遵守

受注者は、業務の実施に当たっては、関連する関係諸法令及び条件等を遵守しなければ

ならない。

第１６条 守秘義務

受注者は、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。

第１７条 疑義

１．受注者は、設計図書に記載された事項の解釈について疑義が生じた場合は、監督職員

と早期に協議し、その指示に従わなければならない。

２．本仕様書、その他明記のない細部について疑義が生じた場合は、監督職員と協議し、

その指示に従わなければならない。
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第２章 一般的留意事項

第１条 一般留意事項

１．主任技術者は、業務の適正な履行を確保するため、担当技術者が行う業務に係わる次

の諸事項が適切に行われるように、担当技術者を指揮監督しなければならない。

（１）監督に関する業務の実施に当たって、協力者など又は外部から通知若しくは報告

を受けた場合は、速やかに監督職員にその内容を正確に伝えること。

（２）監督に関する業務の実施に当たって、協力者など又は外部への連絡若しくは通知

を行う場合は、その内容を正確に相手に伝えること。

（３）監督に関する業務の実施に当たって、業務の契約書等の内容を十分理解し、業務

の進捗状況についても精通しておくこと。

（４）業務の実施に当たっては、業務に関する図書を適切に整備しておくこと。

２．担当技術者は、主任技術者のもとに監督職員及び監督代理人から示された業務を適正

に実施するものとし、監督職員、監督代理人と主任技術者の協議によるものは除き、

担当技術者の独断により協力者などに対する指示、承諾を行ってはならない。

第３章 詳細設計業務

第１条 業務目的

北大阪急行線延伸区間において、箕面市が整備主体となる軌道インフラ部の詳細設計（別

図参照）を行うものとする。

第２条 業務計画

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、第１章第８条第１項に示す事項につい

て業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする。

第３条 業務内容

本業務は、本委託範囲内における代表構造物の構造設計及び都市計画事業認可図書（北

大阪急行電鉄(株)で行う施行認可申請時の参考図書として使用）の作成（業務項目一覧表

参照）を行うものとする。なお、都市計画事業認可図書等の内容については、別途指示す

る。

１．設計作業の基本

設計作業は、次によるものとする。

（１) 鉄道概略設計成果及び設計要領書、その他関係資料を参考に、設計条件、各構

造の選定理由（構造性、施工性、経済性、環境条件）を把握したうえで、道路、

河川等の交差条件、コントロールポイントを整理し設計を行うものとする。

（２) 設計にあたっては、目的をよく理解し設計する。また、監督職員、監督代理人

と緊密な連絡を保ち必要に応じて打合せを行うものとする。
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（３) 設計は、事前に設計条件、設計方法、スケルトン等について監督職員の承諾を

得たのち行うものとする。

（４) 設計の照査は、第１章第３条（５）によるものとする。

（５) 設計計算および数量計算の検算は当該計算を実施した者以外の者が行う。また

図面も同様とする。

（６) 設計にあたって、建設副産物の発生の抑制と再利用の促進等の視点を取り入れ

た設計を行うものとする。また、建設副産物の検討成果として、リサイクル計

画書を作成するものとする。

（７) 設計は設計要領書に定める設計基準類及び貸与図書に基づき実施する。

（８) 貸与された道路、河川管理者の財産図、計算書を確認し、設計に着手するもの

とする。

（９) 貸与された測量報告書を熟読し、図面の作成に利用するものとする。

（１０) 貸与された土質報告書を熟読し、設計用に土質定数を整理、支持層を確認した

後に、構造物毎に適用するボーリングデータを選定する。その後、設計構造物

の転用計画を確認し、設計に着手するものとする。

（１１) 図面及び数量計算書作成は、構造図（構造一般図、断面配筋図、断面応力図、

防水図等）の作成並びに基本数量（工事発注明細書記載用数量）及び詳細数量

（工事発注積算用数量）の計算を行うものを基本とする。

（１２) （仮称）箕面船場駅起点方の鉄道事業法区間との取り合い及びインフラ外施設

との取り合いについては、北大阪急行電鉄株式会社との協議を行う必要がある

ため、受注者は、監督職員の指示により協議資料を作成し、協議結果に基づき

設計業務を進めること。

（１３) 施行認可設計は、道路基準及び鉄道基準に基づき実施する。

（１４) 業務の遂行にあたっての打合せ協議は、打合せ計画に示す主要な区切りとす

る。また、業務が円滑にできるように協議が必要であれば、その都度、監督職

員との連絡を取り打合せ協議を行うものとする。

また、必要に応じて鉄道事業者との協議に同行し、業務を遂行するものとす

る。

２．開削トンネル区間

（仮称）箕面船場駅部及び一般開削トンネル部におけるＲＣ地下ラーメンの構造設

計計算、構造図の作成並びに基本数量及び詳細数量の計算を行うものとする。なお、

設計にあたっては、以下の注意事項に留意しなければならない。

（１）設計計算にあたっては、目的に適合し、安全かつ経済的な構造物となるよう正確

な計算を行うこと。

（２）設計図面作成にあたっては、全ての構造物について細部にわたり詳細に表示し、

工事に支障のない図面としなければならない。また、設計図には必ず荷重図、応

力図表をつけること。
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３．高架区間

一般高架部及び（仮称）新箕面駅部における、土構造、ＲＣラーメン高架橋、壁式

橋脚、ラーメン橋脚、スラブ桁、ＰＣＩ桁、合成桁の構造設計算、構造図の作成並び

に基本数量及び詳細数量の計算を行うものとする。なお、設計にあたっては以下の注

意事項に留意しなければならない。

（１) 橋脚および高架橋の設計は、土質調査結果に基づき設計を行う。ただし、設計

条件が同じで設計の適用が可能な構造物については、設計を適用する。

（２) スラブ桁、ＰＣＩ桁および合成桁は、荷重条件、交差条件等に基づき設計を行

う。ただし、支間が同じで、設計の適用が可能な構造物については、設計を適

用する。

第４条 成果品の作成

成果品の作成にあたっては、以下の注意事項に留意しなければならない。

（１) 報告書においては、設計業務成果概要・設計計算書等・設計図面・数量計算書・

現地踏査結果等について作成する。なお、設計条件・各構造形式の選定理由、

経緯、構造各部の検討内容及び問題点、特に考慮した事項・道路、河川等の交

差条件、コントロールポイント、施工性、経済性、耐久性、環境、及び桁主要

断面寸法、下部工躯体及び基礎寸法等設計計算の主要結果・主要材料、施工時

の注意事項や検討事項、道路基準による設計照査手法、鉄道基準設計への評価

手法について的確に解説し取りまとめて記載した設計報告書の作成を行う。

また、業務全般の要点を取りまとめた設計概要書(A3 版 5 枚程度)を作成し、

報告書の冒頭に添付すること。

（２) 詳細設計においては、設計計算書の冒頭に次のものを記載するものとする。

１）設計条件

２）設計断面位置、適用ブロックの説明

３）荷重と関連づけた断面力図等

４）設計計算総括表

５）概略配筋図等

（３) 計算書の作成にあたっては、準拠規程類の引用条項および数値の引用箇所等を

そのつど明示するものとする。

（４) 電子計算機を使用する場合は、下記のものを計算書に添付するものとする。な

お、監督職員から指示された場合は、プログラムの概要説明書、またはプログ

ラム使用説明書を提出するものとする。

・インプットデータをそのままアウトプリントしたものに略図、添え書き等説明

を加えたもの。

・計算結果に略図、添え書き等説明を加えたもの。

（５) 数量計算は、別途、貸与する数量算出基準により算出するものとする。
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（６) 図面の作成にあたっては、図表等の配置及び各図相互の関連についてわかりや

すく表記するものとする。また、施工時の注意事項を表記するものとする。

（７) 主任技術者、照査技術者並びに各担当技術者は、設計計算書、数量計算書の表

紙の原図、および設計図各葉に氏名を明示するものとする。

第５条 電子納品対象業務

本業務は、電子納品の対象業務とする。

なお、詳細については「大阪府都市整備部電子納品要領(案)－大阪府都市整備部－」

参照のこと。

第６条 成果品の規格・部数

成果品の規格・部数は以下のとおりとする。

※図面はＣＡＤ製図基準（案）国土交通省により作成したものとする。

以上

名 称 規 格 数量
電 子

データ

設計報告書

設計計算書

数量計算書

照査報告書

打合せ記録簿

協議関係資料等

Ａ４版白焼付製本（両面焼き）

（上製黒表紙金文字箔押ビス止め製

本）

２部 ２部

設計図
Ａ１版白焼付背貼製本 １部

２部
Ａ３版白焼付背貼製本 ２部

都 市 計 画 事 業 認 可 図 書

（北大阪急行電鉄(株)で行

う施行認可申請時の参考図

書として使用）

Ａ１版 原本 １部

５部Ａ１版 写し ４部

Ａ３版 ５部



１．設計業務

（１） (仮称)箕面船場駅部 式 1.0

（２） 一般開削トンネル部 式 1.0

（３） 一般高架部 式 1.0

（４） (仮称)新箕面駅部 式 1.0

（５） 式 1.0

業　務　項　目　一　覧　表　そ　の　１

項　　　　　目 形状寸法 単 位 数　量 金　　　額 摘 要

都市計画事業認可図書(北大阪急行電鉄株式会
社で行う施行認可申請時の参考図書として使用）



（１） (仮称)箕面船場駅部 式 1.0

一般図設計 式 1.0 

RC地下ラーメン設計その１ 3層3径間 断面 1.0 

RC地下ラーメン設計その２ 3層2径間 断面 1.0 

（２） 一般開削トンネル部 式 1.0

一般図設計 式 1.0 

RC地下ラーメン設計その１ 1層2径間 断面 1.0 

RC地下ラーメン設計その２ 1層1径間 断面 1.0 

業　務　項　目　一　覧　表　そ　の　２

項　　　　　目 形状寸法 単 位 数　量 金　　　額 摘 要



（３） 一般高架部 式 1.0

Ｌ型擁壁設計 断面 1.0 

補強土擁壁設計 Ｈ≦10m 断面 1.0 

複線

ＰＣＩ桁型上路桁設計 Ｌ≦30m 連 1.0 

鋼合成桁設計 Ｌ=73m 連 1.0 

ＲＣ橋台 基 1.0 

ＲＣ橋脚 基 2.0 

ＳＲＣラーメン橋脚 基 1.0 

（４） (仮称)新箕面駅部 式 1.0 

単線

ＰＣＩ桁型上路桁設計その１ Ｌ≦30m 連 1.0 

単線

ＰＣＩ桁型上路桁設計その２ Ｌ≦50m 連 1.0 

単線

ＲＣスラブ桁 Ｌ≦10m 連 1.0 

ＲＣラーメン橋台設計 ２柱式２層１径間 基 1.0 

ＲＣラーメン高架橋設計その1 ２柱式２層２径間 基 1.0 

ＲＣラーメン高架橋設計その２ ２柱式２層３径間 基 1.0 

（５） 式 1.0 

構造全体一般図設計 全区間 式 1.0 

全区間 式 1.0 

業　務　項　目　一　覧　表　そ　の　３

項　　　　　目 形状寸法 単 位 数　量 金　　　額 摘 要

都市計画事業認可図書(北大阪急行電鉄株式会
社で行う施行認可申請時の参考図書として使用）

都市計画事業認可図書(北大阪急行電鉄株式会
社で行う施行認可申請時の参考図書として使用）



北大阪急行線延伸計画に伴う特殊街路部詳細設計業務委託
全　　体　　図

（仮称）箕面船場駅部 一般開削トンネル部 一般高架部 （仮称）新箕面駅部

特 殊 街 路 区 間

（仮称）

（仮称）


